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1. 背景 

 伊方町が管理する橋梁は 102 橋あり、その

うち建設後 50 年を経過する橋梁は 10 橋で、

全体の約 10%を占めています。20 年後の令和

24 年には 77 橋に増加し、全体の約 75%程度

を占めることになります。これらの高齢化を迎

える橋梁に対して、従来の対症療法型の維持管

理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要す

る費用の増大が懸念されています。 

 

 

 

 

 図 1 架設年推移グラフ   

 

 

 

2. 目的 

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋

梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。 

   コスト縮減のためには、従来の対症療法型から【損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う】

予防保全型への転換を図り、橋梁の長寿命を延ばす必要があります。 

   そこで伊方町では将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋

梁長寿命化修繕計画を策定します。 
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3. 対象橋梁と現状 

   対象橋梁数は、伊方町が管理する 102 橋を対象とします。橋梁の路線区分と橋梁数は表 1

のとおりです。 

表１ 路線区分と橋梁数 

路線区分 一級町道 二級町道 その他町道 合計 

伊方町管理橋梁数 29 6 67 102 

 

管理する橋梁の諸元と点検結果による損傷度、健全性判定結果の一覧表を表 2、表 3 に示し

ます。点検結果の総括を資料 1 に示します。「構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早

期に措置を講ずるべき状態」とされる判定区分「III」の橋梁数は 20 橋、「構造物の機能に支障

が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態」とされる判定

区分「IV」の橋梁は該当なしです。 

 

資料 1 点検結果の総括 

 

 

 

個別橋梁の点検結果 橋梁数 割合

（Ⅰ）健全 15橋 14.7%

（Ⅱ）予防保全段階 67橋 65.7%

（Ⅲ）早期措置段階 20橋 19.6%

（Ⅳ）緊急措置段階 0橋 0.0%

102橋 100.0%

14.7%

65.7%

19.6%

0.0%

（Ⅳ）緊急措置段階・・・該当なし

（Ⅰ）健全

（Ⅱ）予防保全段階

（Ⅲ）早期措置段階

（Ⅳ）緊急措置段階
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表 2 対象橋梁と点検結果一覧表(1/2)
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表 3 対象橋梁と点検結果一覧表(2/2) 
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4. 老朽化対策における基本方針 

 高齢化していく橋梁の維持修繕及び更新費用の増大が想定される中、道路利用者に対し継

続して安心・安全なサービスを提供していくために、これまでの対症療法的（事後的）な維

持管理から予防保全型の維持管理へ政策転換を図ります。 

定期点検結果から得られた損傷状況および対策の必要性に基づき、予防保全的な修繕等

（小規模補修）を実施することで、維持管理・更新に係る事業費の大規模化および高コスト

化を回避し、橋梁の長寿命化およびライフサイクルコスト（LCC）の縮減を図ります。 

  

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

図 2 劣化度とライフサイクルコスト 

 

 

５．計画策定期間 

対策の着手は令和 5 年度とし、修繕計画策定期間 10 年にて、修繕が必要と判定される橋梁

の修繕対策が完了とすることとします。 

道路法施行規則の一部を改正する省令(平成 26 年)及びトンネル等の健全性の診断結果の分

類に関する告示(平成 26 年)が平成 26 年 7 月に施行されており、これにより、橋梁は 5 年

に 1 度の頻度で点検を実施し、その健全度を 4 段階で判定区分を行うことから、実施プログ

ラムの修繕計画策定の期間は、橋梁の点検頻度の 5 年とします。 

橋の健全性の判定区分「III」は早期措置段階であり、早期に措置を講ずる状態から、実施プ

ログラムの修繕計画策定期間の 5 年にて判定区分「III」の橋梁の修繕を完了させることとしま

す。 
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６．平準化による費用縮減効果 

  長寿命化修繕計画を策定する 102 橋について、今後 10 年間の事業費を比較すると、従

来の対症療法型が 15 億円に対し、長寿命化修繕計画による平準化を実施することで 5 億

円となり、コスト縮減効果は 10 億円となります。  

長寿命化修繕計画策定での平準化にあたっては、より適切で有用性の高い長期的な計画に

なるよう、最新の点検結果等を適宜更新し、継続的に発展させていくものとします。 

 

図 3 長寿命化修繕計画による効果 

 

 

 

7.  橋梁の集約化・撤去の取り組み 

予防保全的な修繕計画の実施は限られた予算枠での対応となるため、費用縮減の１つとし

て橋梁の集約化・撤去にも取り組むこととします。周辺道路の整備により、迂回路が存在し

集約が可能と考えられる橋梁や供用開始当時に比べ土地利用の変化や周辺人口の減少など

により、利用状況が著しく減少していると考えられる橋梁について、今後、周辺状況の確認

や利用調査、地元との協議等を基に、集約化・撤去に向けた検討をします。 
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8. 新技術の活用方針 

８.1 活用の検討 

持続可能な維持管理を実現するために、定期点検や補修工事の際に「点検支援技術性能カ

タログ(R4.9 国土交通省)」や「新技術情報提供システム（NETIS）」などを参考に新技術等

の活用について検討を行い、有効な技術を積極的に取り入れて、従来型と比較し、効率的・

効果的な維持管理ならびにコスト縮減を図ることとします。 

 

８.２費用の縮減 

定期点検時に一般的な足場で点検できない橋梁、交通規制による交通への影響が大きい橋

梁の中から、新技術を活用した点検を行い、令和９年までの今後５年間に、約 10％のコス

ト縮減を目指します。また、修繕工事においても、管理橋梁 102 橋のち 62 橋は海岸線か

らの距離が 0.2km の範囲内にあることから、塩害対策等に着目した新技術、新材料などの

活用を検討し、修繕費用を約 30％のコスト縮減を目指します。 
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9. 対策内容と時期 
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